
３．上半期報告損益計算書

（単位：百万円、％）

                                     期　　別　  平 成 １３ 年 度 上 半 期  平 成 １２ 年 度 上 半 期 平成１２年度要約損益計算書

　平成１３年４月 １日から 　平成１２年４月 １日から 　平成１２年４月 １日から

　平成１３年９月30日まで 　平成１２年９月30日まで 　平成１３年３月31日まで

     科　　目 金　　　額 百分比 金　　　額 百分比 金　　　額 百分比

経 常 収 益 1,497,530 100.0 1,753,378 100.0 3,252,679 100.0

保　    険 　  料　   等 　  収　   入 1,053,286 1,161,127 2,295,029

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 1,052,894 ) ( 1,160,950 ) ( 2,294,293 )

資　   産 　   運　   用 　  収　   益 198,888 343,200 502,460

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 174,136 ) ( 213,627 ) ( 404,272 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( ――  ) ( 2,569 ) ( ――  )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 24,455 ) ( 54,469 ) ( 96,684 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( ――  ) ( 68,760 ) ( ――  )

そ　  の 　 他　  経　  常 　 収　 益 245,355 249,050 455,189

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 154,445 ) ( 145,234 ) ( 229,853 )

経 常 費 用 1,465,319 97.8 1,627,636 92.8 3,072,453 94.5

保　  険 　 金　  等 　 支　  払　 金 1,010,176 1,240,509 2,319,997

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 302,811 ) ( 355,201 ) ( 674,101 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 65,677 ) ( 56,959 ) ( 119,902 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 222,605 ) ( 323,716 ) ( 545,560 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 256,194 ) ( 344,870 ) ( 653,645 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 162,629 ) ( ――  ) ( 326,055 )

責  任   準  備  金  等   繰  入  額 656 1,561 22,042

資　　 産 　　 運　　 用 　　費　 　用 203,004 131,854 152,817

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 4,255 ) ( ――  ) ( 11,393 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 2,999 ) ( ――  ) ( ――  )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 6,529 ) ( 21,994 ) ( 45,926 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 62,169 ) ( 13,183 ) ( 15,219 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 1,195 ) ( ――  ) ( 19,302 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( 100,935 ) ( ――  ) ( 24,870 )

（ うち　　　　　　　　　　　　　　　　　 ） ( ――  ) ( 75,268 ) ( ――  )

事　　　　　　     業     　　　　　　 費 135,481 134,893 306,729

　そ　  の 　 他　  経　  常 　 費　 用 116,001 118,816 270,867

経 常 収 支 残 高 32,210 2.2 125,742 7.2 *1 180,226 5.5

特 別 利 益 16 0.0 103 0.0 10,523 0.3

特 別 損 失 16,296 1.1 11,223 0.6 47,157 1.4

税 引 前 半 期 収 支 残 高 15,931 1.1 114,622 6.5 *2 143,591 4.4

法 人 税 及 び 住 民 税 2,785 0.2 17,110 1.0 35,466 1.1

法 人 税 等 調 整 額 ――  ―― ――  ―― △10,363 ――

半 期 収 支 残 高 *3 14,137 0.9 97,511 5.6 *4 135,267 4.2

（注）　*1　　平成12年度決算の経常利益

　　　　*2　　平成12年度決算の税引前当期剰余

　　　　*3　　平成13年度上半期の半期収支残高については、再評価差額金取崩額を含めて表示

　　　　*4　　平成12年度決算の当期未処分剰余金

( ) ( )( )

利 息 及 び 配当 金等 収入

金 銭 の 信 託 運 用 益
売買目的有価証券運用益
有 価 証 券 売 却 益
金 融 派 生 商 品 収 益
特 別 勘 定 資 産 運 用 益特 別 勘 定 資 産 評 価 益

保 険 料

金 銭 の 信 託 運 用 損

責 任 準 備 金 戻 入 額

保 険 金

年 金

給 付 金

解 約 返 戻 金

そ の 他 返 戻 金

有 価 証 券 売 却 損

有 価 証 券 評 価 損

金 融 派 生 商 品 費 用

特 別 勘 定 資 産 運 用損

特 別 勘 定 資 産 評 価損

責 任 準 備 金 繰 入 額

売 買目 的有 価証 券運 用損



上半期報告貸借対照表および上半期報告損益計算書作成の基本となる事項 
平 成 13 年 度 上 半 期 平 成 12 年 度 上 半 期 

1． 有価証券の評価基準および評価方法 
有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権のうち有価証券

に準じるものおよび金銭の信託において信託財産として運
用している有価証券を含む）の評価は、売買目的有価証券に
ついては時価法（売却原価の算定は移動平均法）、満期保有
目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額
法）、子会社株式及び関連会社株式（保険業法第2条第13項
に規定する子会社および保険業法施行令第2条の2第2項に規
定する子法人等のうち子会社を除いたものおよび関連法人
等が発行する株式をいう）については移動平均法による原価
法、その他有価証券のうち時価のあるものについては、9月
末日の市場価格等に基づく時価法（売却原価の算定は移動平
均法）、時価のないものについては取得差額が金利調整差額
と認められる公社債（外国債券を含む）については移動平均
法による償却原価法（定額法）、それ以外の有価証券につい
ては移動平均法による原価法によっております。 

なお、その他有価証券の評価差額については、全部資本直
入法により処理しております。 

 
２．デリバティブ取引の評価基準および評価方法 

デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 
 

３．不動産及び動産の減価償却の方法 
不動産及び動産の減価償却は、それぞれ次の方法により年

間見積額を期間により按分し計上しております。不動産及び
動産の減価償却の方法は、建物については定額法により、動
産については定率法により行っております。 

 
４．自社利用のソフトウェアの減価償却の方法 

その他資産に計上している自社利用のソフトウェアの減
価償却の方法は、利用可能期間に基づく定額法により行って
おります。 

 
５．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準

に則り、次のとおり計上しております。破産、民事再生等、
法的・形式的な経営破綻の事実が発生している債務者（以下
「破綻先」という）に対する債権および実質的に経営破綻に
陥っている債務者（以下「実質破綻先」という）に対する債
権については、下記直接減額後の債権額から担保の回収可能
見込額および保証による回収可能見込額を控除し、その残額
を計上しております。また、現状、経営破綻の状況にはない
が、今後経営破綻に陥る可能性が大きいと認められる債務者
(以下｢破綻懸念先｣という)に対する債権については、債権額
から担保の回収可能見込額および保証による回収可能見込
額を控除し、その残額のうち、対象資産に応じてその全額、
または過去の一定期間における貸倒実績等から算出した貸
倒実績率を乗じた額、または予想損失額に相当する金額を計
上しております。上記以外の債権については、過去の一定期
間における貸倒実績等から算出した貸倒実績率を債権額に
乗じた額を計上しております。 

なお、特定海外債権については、対象国の政治経済情勢等
に起因して生ずる損失見込額を特定海外債権引当勘定（租税
特別措置法第55条の2の海外投資等損失準備金を含む）とし
て計上しております。 

すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、関連部署
が資産査定を実施し、当該部署から独立した資産監査部署が
査定結果を監査しており、その査定結果に基づいて上記の引
当を行っております。 
なお、破綻先および実質破綻先に対する担保・保証付貸付

金等については、債権額から担保の評価額および保証等によ
る回収が可能と認められる額を控除した残額を取立不能見
込額として債権額から直接減額しており、その金額は35,746
百万円であります。 

(2)退職給付引当金 
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職

給付に係る会計基準（「退職給付に係る会計基準の設定に関

１．資産の評価基準および評価方法 
当上半期報告から金融商品に係る会計基準（「金融商品に

係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平
成11年1月22日））および改訂後の外貨建取引等会計処理基
準（「外貨建取引等会計処理基準の設定に関する意見書」（企
業会計審議会 平成11年10月22日））を適用しております。 

(1)有価証券 
有価証券（現金及び預貯金・買入金銭債権勘定のうち有価

証券に準じるものおよび金銭の信託において信託財産とし
て運用している有価証券を含む）の評価は、売買目的の有価
証券については時価法、満期保有目的の債券については移動
平均法による償却原価法（定額法）、子会社株式及び関連会
社株式については原価法、その他有価証券のうち、取得差額
が金利調整差額と認められる公社債（外国債券を含む）につ
いては移動平均法による償却原価法（定額法）、それ以外の
有価証券については移動平均法による原価法によっており
ます。 

 
 
(2)デリバティブ取引 

デリバティブ取引の評価は時価法によっております。 
 
２．不動産及び動産の減価償却の方法 

不動産及び動産の減価償却は、それぞれ次の方法により年
間見積額を期間により按分し計上しております。不動産及び
動産の減価償却の方法は、建物については定額法により、建
物以外については定率法により行っております。 

なお、その他資産に計上している自社利用のソフトウェア
については、利用可能期間に基づく定額法により行っており
ます。 

 
 
 
３．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 
貸倒引当金は、資産の自己査定基準および償却・引当基準

を準用して計上しております。 
なお、破産、民事再生等、法的・形式的な経営破綻の事実

が発生している債務者および実質的に経営破綻に陥ってい
る債務者に対する担保・保証付貸付金等については、債権額
から担保の評価額および保証等による回収が可能と認めら
れる額を控除した残額を取立不能見込額として債権額から
直接減額しており、その金額は40,966百万円であります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
(2)退職給付引当金 

当上半期報告から退職給付に係る会計基準（「退職給付に
係る会計基準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平



平 成 13 年 度 上 半 期 平 成 12 年 度 上 半 期 
する意見書」平成10年6月16日企業会計審議会）に従い、当
年度末における退職給付債務および年金資産の見込額に基
づき、当上半期末において発生していると認められる額を計
上しております。 

(3)債権売却損失引当金 
債権売却損失引当金は、商法第287条ノ2の規定に基づく引

当金であり、㈱共同債権買取機構へ売却した債権に係るもの
であります。  

(4)特定債務者支援引当金 
特定債務者支援引当金は、商法第287条ノ2の規定に基づく

引当金であり、再建支援を行っている特定の債務者に対し、
将来発生する支援額を合理的に見積もり、必要と認められる
額を計上しております。 

 
(5)価格変動準備金 

価格変動準備金は、保険業法第115条の規定に基づき算出
した額を計上しております。 
 

６．ヘッジ会計の方法 
ヘッジ会計の方法は、「金融商品に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会 平成11年1月22日）に従
い、主に、貸付金に対するキャッシュフローのヘッジとして
金利スワップの特例処理、および外貨建債券の為替変動に係
る価格変動リスクのヘッジとして時価ヘッジを行っており
ます。 
なお、ヘッジの有効性の判定には、ヘッジ対象とヘッジ手

段の時価変動を比較する比較分析によっております。 
 

７．消費税等の会計処理 
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によって

おります。ただし、資産に係る控除対象外消費税等のうち、
税法に定める繰延消費税等については、その他資産に計上し
5年間で均等償却し、繰延消費税等以外のものについては、
当上半期に費用処理しております。 
 

８．責任準備金の積立方法 
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金で

あり、保険料積立金については次の方式により計算していま
す。 
（1）標準責任準備金の対象契約については、内閣総理大臣

が定める方式（平成8年大蔵省告示第48号） 
（2）標準責任準備金の対象とならない契約については、平

準純保険料式 

成10年6月16日））を適用しております。当事業年度末にお
ける退職給付債務および年金資産の見込額に基づき、当上半
期末において発生していると認められる額を計上しており
ます。 

(3)債権売却損失引当金 
債権売却損失引当金は、商法第287条ノ2の規定に基づく引

当金であり、(株)共同債権買取機構へ売却した債権に係るも
のであります。 

(4)特定債務者支援引当金 
特定債務者支援引当金は、商法第287条ノ2の規定に基づく

引当金であり、再建支援を行っている特定の債務者に対し、
将来発生する支援額を合理的に見積もり、必要と認められ
る額を計上しております。 

 
４．価格変動準備金の計上方法 

価格変動準備金は保険業法第115条の規定に基づき算出し
た年間見積額を期間按分する方法により計上しております。 

 
５．ヘッジ会計の方法 

当上半期報告から、ヘッジ会計は「金融商品に係る会計基
準の設定に関する意見書」（企業会計審議会 平成11年1月22
日）に従い、主に、貸付金に対するキャッシュフローのヘッ
ジとして金利スワップの特例処理を行っております。 

 
 
 
 
 
６．消費税および地方消費税の会計処理 

消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によって
おります。 
 
 
 
 

７．責任準備金の積立方法 
責任準備金は、保険業法第116条の規定に基づく準備金で

あり、保険料積立金については、次の方式により計算してお
ります。 
(1)標準責任準備金の対象契約については、内閣総理大臣お

よび大蔵大臣が定める方式（平成8年大蔵省告示第48号） 
(2)標準責任準備金の対象とならない契約については、平準

純保険料式 
 



注記事項 
（貸借対照表関係） 

平 成 13 年 度 上 半 期 末 平 成 12 年 度 上 半 期 末 平 成 12 年 度 末 

１．不動産及び動産の減価償却累計額は
336,044百万円であります。 

 
２．担保に供されている資産の額は53,181

百万円であります。 
 
３．消費貸借契約により貸し付けている有

価証券（現金担保付債券貸借取引による
有価証券を含む）の貸借対照表価額は、
828,315百万円であります。 

 
４．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、

3カ月以上延滞債権および貸付条件緩和
債権の額は、35,337百万円であります。
なお、それぞれの内訳は以下のとおりで
あります。 

(1)貸付金のうち、破綻先債権額は1,729百
万円、延滞債権額は21,565百万円であり
ます。また、取立不能見込額の直接減額
は、破綻先債権額は20,314百万円、延滞
債権額は15,431百万円であります。 
なお、破綻先債権とは、元金または利

息の支払の遅延が相当期間継続してい
ることその他の事由により元金または
利息の取立てまたは弁済の見込みがな
いものとして未収利息を計上しなかっ
た貸付金(貸倒償却を行った部分を除
く。以下「未収利息不計上貸付金」とい
う。)のうち、法人税法施行令(昭和40年
政令第97号)第96条第1項第3号のイから
ホまでに掲げる事由または同項第4号に
規定する事由が生じている貸付金であ
ります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上

貸付金であって、破綻先債権および債務
者の経営再建または支援を図ることを
目的として利息の支払を猶予した貸付
金以外の貸付金であります。 

(2)貸付金のうち、3カ月以上延滞債権額は
920百万円であります。 
なお、3カ月以上延滞債権とは、元金

または利息の支払が、約定支払日の翌日
を起算日として3カ月以上延滞している
貸付金で破綻先債権および延滞債権に
該当しないものであります。 

(3)貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は
11,122百万円であります。 
なお、貸付条件緩和債権とは、債務者

の経営再建または支援を図ることを目
的として、金利の減免、利息の支払猶予、
元金の返済猶予、債権放棄その他債務者
に有利となる取決めを行ったもので、破
綻先債権、延滞債権および３カ月以上延
滞債権に該当しない貸付金であります。 
 
 
 

５．土地の再評価に関する法律（平成10年
3月31日公布法律第34号）に基づき、事
業用の土地の再評価を行っております。
なお、評価差額については、評価差額に
係る税金相当額を「再評価に係る繰延税
金負債」として負債の部に計上し、これ
を控除した金額を「再評価差額金」とし
て資本の部に計上しております。 

  再評価を行った年月日 平成12年3月
31日 

１．不動産及び動産の減価償却累計額は
362,163百万円であります。 

 
２．担保に供されている資産の額は65,572

百万円であります。 
 

 
 
 
 
 
３．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権、

3ヵ月以上延滞債権および貸付条件緩
和債権の額は99,062百万円でありま
す。なお、それぞれの内訳は以下のと
おりです。 

(1)貸付金のうち、破綻先債権額は22,931
百万円、延滞債権額は35,874百万円で
あります。また、取立不能見込額の直
接減額は、破綻先債権額は23,088百万
円、延滞債権額は17,877百万円であり
ます。 
なお、破綻先債権とは、元金または

利息の支払の遅延が相当期間継続して
いることその他の事由により元金また
は利息の取立てまたは弁済の見込みが
ないものとして未収利息を計上しなか
った貸付金（貸倒償却を行った部分を
除く。以下「未収利息不計上貸付金」
という）のうち、法人税法施行令（昭
和40年政令第97号）第96条第1項第3号
のイからホまでに掲げる事由または同
項第4号に規定する事由が生じている
貸付金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計

上貸付金であって、破綻先債権および
債務者の経営再建または支援を図るこ
とを目的として利息の支払を猶予した
貸付金以外の貸付金であります。 

(2)貸付金のうち、3ヵ月以上延滞債権額は
4,419百万円であります。 
なお、3ヵ月以上延滞債権とは、元金

または利息の支払が、約定支払日の翌
日を起算日として3ヵ月以上延滞して
いる貸付金で破綻先債権および延滞債
権に該当しないものであります。 

(3)貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は
35,838百万円であります。 
なお、貸付条件緩和債権とは、債務

者の経営再建または支援を図ることを
目的として、金利の減免、利息の支払
猶予、元金の返済猶予、債権放棄その
他債務者に有利となる取決めを行った
もので、破綻先債権、延滞債権および3
ヵ月以上延滞債権に該当しない貸付金
であります。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１．不動産及び動産の減価償却累計額は、
327,113百万円であります。 

 
２．担保に供されている資産は、62,868百
万円であります。 

 
３．消費貸借契約により貸し付けている有
価証券（現金担保付債券貸借取引による
有価証券を含む）の貸借対照表価額は、
809,429百万円であります。 

 
４．貸付金のうち、破綻先債権、延滞債権
および貸付条件緩和債権の額は、42,684
百万円であります。なお、それぞれの内
訳は以下のとおりであります。 
貸付金のうち、破綻先債権額は3,136百

万円、延滞債権額は16,957百万円であり
ます。  
なお、破綻先債権とは、元金または利

息の支払の遅延が相当期間継続している
ことその他の事由により元金または利息
の取立てまたは弁済の見込みがないもの
として未収利息を計上しなかった貸付金
（貸倒償却を行った部分を除く。以下「未
収利息不計上貸付金」という）のうち、
法人税法施行令（昭和40年政令第97号）
第96条第1項第3号のイからホまでに掲げ
る事由または同項第4号に規定する事由
が生じている貸付金であります。 
また、延滞債権とは、未収利息不計上

貸付金であって、破綻先債権および債務
者の経営再建または支援を図ることを目
的として利息の支払を猶予した貸付金以
外の貸付金であります。 
貸付金のうち、貸付条件緩和債権額は

22,589百万円であります。 
なお、貸付条件緩和債権とは、債務者

の経営再建または支援を図ることを目的
として、金利の減免、利息の支払猶予、
元金の返済猶予、債権放棄その他債務者
に有利となる取決めを行ったもので、破
綻先債権、延滞債権および3ヵ月以上延滞
債権に該当しない貸付金であります。 
また、直接減額による取立不能見込額

は、破綻先債権額は11,749百万円、延滞
債権額は16,703百万円であります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５．土地の再評価に関する法律（平成10年
3月31日公布法律第34号）に基づき、事業
用の土地の再評価を行っております。な
お、評価差額については、評価差額に係
る税金相当額を「再評価に係る繰延税金
負債」として負債の部に計上し、これを
控除した金額を「再評価差額金」として
資本の部に計上しております。 
再評価を行った年月日 平成12年3月

31日 



平 成 13 年 度 上 半 期 末 平 成 12 年 度 上 半 期 末 平 成 12 年 度 末 

同法律第3条第3項に定める再評価の
方法 
土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年3月31日公布政令第119号）第2条
第1号に定める「地価公示法の規定によ
り公示された価格」に奥行補正等の合理
的な調整を行って算定 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

６．その他負債には、債券貸借取引に伴う
受入担保金741,193百万円を含んでおり
ます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．当上半期報告より、従来の退職給与引

当金、退職年金引当金は、退職給付引当
金に含めて表示しております。 

 
５．保険業法第60条の規定により基金を

40,000百万円新たに募集いたしました。 
 
６．その他負債には、債券貸借取引に伴う

受入担保金620,468百万円を含んでおり
ます。 

 

同法律第3条第3項に定める再評価の方
法 
土地の再評価に関する法律施行令（平

成10年3月31日公布政令第119号）第2条第
1号に定める「地価公示法の規定により公
示された価格」に奥行補正等の合理的な
調整を行って算定 
同法律第10条に定める再評価を行った

事業用土地の当年度末における時価の合
計額と当該事業用土地の再評価後の帳簿
価額の合計額との差額 
△19,434百万円 
 

６．当年度より、従来の退職給与引当金お
よび退職年金引当金は、退職給付引当金
に含めて計上しております。 
 

７．保険業法第60条の規定により基金を
40,000百万円新たに募集いたしました。 

 

 

注記事項 
（損益計算書関係） 

平 成 13 年 度 上 半 期 平 成 12 年 度 上 半 期 平 成 12 年 度 

１．平成12年度より、金融商品に係る会計
基準（「金融商品に係る会計基準の設定
に関する意見書」平成11年１月22日企業
会計審議会）の適用に伴う保険業法施行
規則の改正により、損益計算書の作成に
関して記載方法を変更いたしましたが、
これに伴い、当上半期より、上半期報告
損益計算書についても同様の変更をい
たしました。その主な内容は次のとおり
であります。 

(1)金銭の信託から生じる全ての収益・費
用を「金銭の信託運用損」といたしまし
た。 

(2)売買目的有価証券から生じる全ての収
益・費用を「売買目的有価証券運用損」
といたしました。 

(3）デリバティブ取引に係る収益・費用は
「金融派生商品費用」といたしました。 

(4)従来、資産運用収益、資産運用費用科
目に含まれておりました特別勘定に
係る収益・費用を「特別勘定資産運用
損」といたしました。 

 
 
 
 
 
 
 
２．当上半期報告における税金費用につい

ては、簡便法による税効果会計を適用し
ているため、法人税等調整額は、法人税
及び住民税に含めて計上しております。 

 
 
３．諸準備金の繰入および戻入につきまし

ては見積額等の簡便な計算を行ってい
るので、当半期損益計算における収益と
費用の差額は半期収支残高として示し
てあります。 

１．その他運用収益には、金銭の信託にお
いて信託財産として運用している売買
目的の有価証券の評価益を、その他運
用費用には、デリバティブ取引の評価
損（純額）を含めて表示しております。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．当上半期報告より、従来、有価証券償

還益・有価証券償還損として表示して
おりました公社債（外国債券を含む）
に係る金利調整差額を、利息及び配当
金等収入に含めて表示しております。 

 
３．当上半期報告における税金費用につい

ては、簡便法による税効果会計を適用
しているため、法人税等調整額は、法
人税及び住民税に含めて計上しており
ます。 

 
４．諸準備金の繰入および戻入につきまし

ては見積額等の簡便な計算を行ってい
るので、当半期損益計算における収益
と費用の差額は半期収支残高として示
してあります。 

当年度から金融商品に係る会計基準
（「金融商品に係る会計基準の設定に関す
る意見書」平成11年１月22日企業会計審議
会）の適用に伴う保険業法施行規則の改正
により損益計算書の作成に関して記載方
法を変更いたしましたが、その主な内容は
次のとおりであります。 
(1)従来、「有価証券償還損益」として表

示しておりました公社債に係る金利調
整差額を「利息及び配当金等収入」に
含めて計上しております。 

(2)金銭の信託から生じる全ての収益・費
用を「金銭の信託運用損」といたしま
した。 

(3)デリバティブ取引に係る収益・費用は
「金融派生商品費用」といたしました。 

(4)従来、資産運用収益、資産運用費用科
目に含まれておりました特別勘定に係
る収益・費用を「特別勘定資産運用損」
といたしました。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


